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「
歴
史
の
現
場
に
立
ち
会
え
る
」 

こ
れ
こ
そ
史
遊
の
楽
し
み 

歴
史
に
遊
ぶ
者
に
と
っ
て
、「
歴
史
の
現
場
」
に
立

ち
会
え
る
こ
と
は
、
「
大
感
激
」
で
あ
る
。 

そ
ん
な
に
大
袈
裟
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
今
日
で
は
誰
で
も
、
特
段
の
資

格
も
要
せ
ず
、
日
々
の
世
界
の
ニ
ュ
ー
ス
を
簡

単
に
入
手
で
き
る
が
、
も
し
そ
れ
が
自
分
だ
け

に
知
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に

か
心
が
弾
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

一
九
八
八
年
十
一
月
九
日
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩

壊
し
た
時
、
私
の
生
き
て
い
る
内
に
、
何
と
か
そ
の

結
末
を
見
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。 

こ
ん
な
壮
大
な
「
歴
史
的
な
実
験
」
に
つ
い
て
、

私
に
も
予
測
で
き
る
絶
好
な
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
と
に
か
く
、
自
分
の
知
る
知
識
を
総
動
員
し
て
、

い
く
つ
か
の
予
測
を
し
た
。
そ
の
予
測
結
果
が
ど
う

で
る
か
、
い
わ
ば
私
の
歴
史
人
生
の
評
価
を
受
け
る

よ
う
な
気
持
ち
で
あ
っ
た
が
、
な
か
な
か
適
わ
ぬ
夢

だ
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
、

状
況
は
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。 

今
や
東
ド
イ
ツ
出
身
の
女
性
、
メ
ル
ケ
ル
が
ド
イ

ツ
を
率
い
て
い
る
ば
か
り
か
、
大
経
済
圏
Ｅ
Ｕ
の
指

導
者
で
あ
る
。 

 

こ
の
数
年
、
韓
国
の
朴
槿
惠
大
統
領
の
行
動
を
危

惧
し
て
種
々
な
こ
と
を
書
き
ま
く
っ
て
い
た
。「
努
力

逆
転
の
法
則
」
す
な
わ
ち
「
エ
ミ
ー
ル
・
ク
ー
リ
エ

の
法
則
」
を
地
で
行
く
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
や
っ
て

い
て
、
韓
国
の
政
治
経
済
、
特
に
日
韓
関
係
を
悪
化

さ
せ
て
き
て
、
韓
国
は
大
損
を
し
た
。 

 

今
日
は
、
英
国
の
国
民
投
票
で
二
年
後
の
Ｅ
Ｕ
離

脱
が
決
ま
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
で
激
震
が
走
っ
て
い
る
。 

世
界
の
繁
栄
は
、
精
緻
に
仕
組
ま
れ
た
構
造
物
の

よ
う
で
あ
り
、
ね
じ
が
一
本
抜
け
た
だ
け
で
も
崩
壊

す
る
脆
弱
さ
を
持
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
粉
飾
決
算

的
な
繁
栄
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
。
世
界
の
リ
ー
ダ
ー

は
叡
智
を
集
め
て
、
必
死
に
仕
組
み
を
守
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
背
を
向
け
て
、
分
か
り
易
い
「
幼
稚
な

正
論
」
が
勢
い
を
増
し
て
い
る
。 

ト
ラ
ン
プ
も
似
て
い
る
し
、
Ｉ
Ｓ
国
家
や
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
に
も
そ
の
匂
い
を
感
じ
る
。
だ
か
ら
Ｅ
Ｕ
は

英
国
に｢

ど
う
ぞ
ご
随
意
に｣

な
ど
と
言
え
ず
、
必
死

に
な
っ
て
、
意
地
悪
を
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ど
ん
な

結
果
に
な
る
か
。
こ
ん
な
議
論
も
サ
ロ
ン
で
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
。 

前
回
は
、
出
席
を
予
定
し
て
い
た
森
下
さ
ん
と
山

本(

鎮)

さ
ん
が
急
に
参
加
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
合

計
十
二
名
の
方
の
参
加
が
あ
っ
た
。 

 

 

今
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
は
予
定
通
り
第
三
土

曜
日
の
七
月
十
六
日
で
す
。
会
場
は
定
例
の

銀
座
ル
ノ
ア
ー
ル
八
重
洲
北
口
会
議
室
。 

史
遊
サ
ロ
ン
に
紹
介
さ
れ
た
話
題
や
ニ
ュ

ー
ス
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

な
お
、
九
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
も
予
定
通
り

の
第
三
土
曜
日
の
九
月
十
七
日
で
す
。 
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こ
こ
ま
で
、
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
最
終
原
稿
を
待

っ
た
。
近
年
は
、
ペ
ー
ジ
数
に
拘
ら
ず
自
由
に
書
い

て
頂
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
、
全
部
の
原
稿
が
入

ら
な
い
と
、
編
集
が
終
わ
ら
な
い
。 

こ
の
ペ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、
巻
頭
の
記
事
は
、
編

集
面
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ば
ペ
ー
ジ
数
あ
わ
せ
の
「
埋

め
草
」
で
あ
る
。 

原
稿
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、
計
算
し
て
見
る
と
、

今
月
分
は
、
ち
ょ
う
ど
九
ペ
ー
ジ
分
で
あ
る
。
空
白

ペ
ー
ジ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
一
ペ
ー
ジ
削
除
す
る

か
、
一
ペ
ー
ジ
増
や
す
か
で
あ
る
。 

迷
わ
ず
に
、
書
き
足
す
こ
と
に
す
る
。 

 

英
国
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
で
真
っ
先
に
問
わ
れ
て
い
る
の

が
、
通
貨
の
信
用
問
題
で
あ
る
。
ポ
ン
ド
が
下
落
す

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
素
人
で
も
判
る
。 

と
こ
ろ
で
、
通
貨
の
信
用
度
を
示
す
指
標
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
国
家
や
中
央
銀

行
通
貨
の
信
用
度
、
す
な
わ
ち
ソ
ブ
リ
ン
格
付
で
あ

り
、
格
付
け
会
社
三
社
（
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
Ｓ
＆
Ｐ
・

フ
ィ
ッ
チ
）
に
よ
る
成
績
表
が
簡
単
に
利
用
で
き
る
。 

そ
れ
に
よ
る
と
、
Ａ
Ａ
Ａ
級
の
超
優
良
国
が
、
ド

イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
、
カ
ナ
ダ
、
米
国
な
ど
十
一
カ
国
、
続
く

Ａ
Ａ
級
が
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
韓
国
、

中
国
な
ど
十
二
カ
国
、
そ
の
後
に
や
っ
と
Ａ
級
の
日

本
や
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
現
れ
て
い
る
の
で
、

日
本
は
五
十
カ
国
中
の
二
十
四
位
で
あ
る
。 

単
純
に
言
え
ば
、
日
本
の
通
貨
「
円
」
の
信
用
度

は
ソ
ブ
リ
ン
評
価
で
は
著
し
く
低
い
。
国
の
負
債
が

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
に
も
達
す
る
世
界
一
の
借
金
国
だ
か

ら
無
理
も
無
い
。 

と
こ
ろ
が
、
英
国
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
に
よ
っ
て
、「
円
」

は
ま
す
ま
す
痛
恨
の
「
最
強
通
貨
」
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。
痛
恨
と
い
う
以
上
、
日
本
に
と
っ
て
最
悪

の
事
態
で
あ
る
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
何
を
置
い
て
も

円
安
を
推
進
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も

良
く
判
る
。 

し
か
し
「
幼
稚
な
正
論
」
か
ら
言
え
ば
、
円
の
価

値
が
上
が
れ
ば
、
国
民
が
み
ん
な
喜
ぶ
は
ず
で
あ
る
。

事
実
、
英
国
は
ポ
ン
ド
価
値
が
二
十
％
も
下
が
る
と

大
騒
ぎ
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
日
本
の
国
民
だ
っ

て
、
資
産
や
給
料
を
ド
ル
で
表
示
し
て
受
取
れ
ば
、

国
際
基
準
で
は
大
も
う
け
で
あ
る
。 

そ
の
上
、
ソ
ブ
リ
ン
格
付
け
で
劣
等
生
の
日
本
円

が
、
ま
す
ま
す
最
強
の
通
貨
に
な
る
と
は
何
事
か
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
ん
な
「
不
可
解
な
現
象
」
に
つ
い

て
は
、
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
多
く
の
解
説
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
解
説
の
ほ
と
ん
ど
が
、
円
高

や
円
安
に
よ
り
、
何
が
起
こ
り
、
だ
れ
が
儲
け
、
だ

れ
が
損
す
る
か
と
言
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
。
ど
う

や
ら
、
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
曖
昧
に
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ら
誰
も
が
経
験
し
て
い

る
は
ず
だ
。
上
司
が
「
幼
稚
な
正
論
」
を
振
り
か
ざ

し
て
迫
る
時
、
だ
れ
で
も
そ
れ
に
反
論
で
き
な
か
っ

た
経
験
が
あ
る
は
ず
だ
。 

「
幼
稚
な
正
論
」
は
、
そ
の
利
害
関
係
に
合
っ
て

い
る
グ
ル
ー
プ
に
は
、
素
晴
ら
し
く
力
強
い
が
、
そ

れ
が
運
悪
く
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
力
を
持
ち
過

ぎ
る
と
、
ナ
チ
ス
や
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
に
至
る
。 

宗
教
や
イ
ズ
ム
に
は
「
幼
稚
な
正
論
」
を
純
粋
培

養
し
た
面
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
暴
走
す
る
と
、

「
正
義
と
正
義
」
の
戦
い
に
な
り
、
悲
劇
に
い
た
る
。 

世
界
の
歴
史
に
は
、
王
莽
、
王
安
石
、
毛
沢
東
な

ど
の
他
に
も
、
松
平
定
信
の
「
寛
政
の
改
革
」、
水
野

忠
邦
の
「
天
保
の
改
革
」
な
ど
理
想
に
燃
え
た
改
革

が
無
数
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
全
て
「
幼
稚

な
正
論
」
が
先
鋭
化
し
た
惨
め
な
結
果
で
あ
っ
た
。 

 

「
埋
め
草
」
な
の
で
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
す
る
。

た
だ
、
編
集
を
や
っ
て
い
る
と
「
埋
め
草
」
を
豊
富

に
持
つ
と
豊
か
な
気
持
ち
に
な
れ
る
。
投
稿
を
ま
つ
。 

 
 

 
 

(

新
井
宏) 
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会
員
の
太
田
精
一
さ
ん

が
『
誠
忠
の
茶
園
』
を
上
梓

さ
れ
た
。
今
回
は
幕
末
明
治

に
題
材
を
採
っ
た
二
百
二

十
二
頁
の
長
編
。 

史
遊
サ
ロ
ン
で
も
ご
紹

介
が
あ
る
と
思
う
が
、
内
容

に
つ
い
て
は
「
あ
と
が
き
」

に
良
く
纏
ま
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

あ
と
が
き 

嘉
永
六
年
（
一
八
六
三
）、

浦
賀
沖
に
停
泊
し
た
ペ
リ

ー
は
、
日
本
に
開
国
を
迫
っ

た
。 太

平
の
夢
を
さ
ま
さ
れ

た
日
本
は
、
開
国
か
攘
夷
か

を
巡
っ
て
世
論
が
沸
騰
し
、

徳
川
幕
府
を
震
撼
さ
せ
た
。 

幕
臣
の
間
で
も
、
開
国
派

と
攘
夷
派
に
分
か
れ
激
論

が
戦
わ
さ
れ
た
。 

開
国
派
に
は
、
大
久
保
一

翁
、
勝
海
舟
、
川
路
聖
謨
、

岩
瀬
忠
震
な
ど
が
い
て
、
攘
夷
派
に
は
、
山
岡
鉄
舟
、

高
橋
泥
舟
、
本
編
の
主
人
公
で
あ
る
中
條
景
昭
、
大

草
高
重
、
今
井
信
郎
を
始
め
と
す
る
幕
府
講
武
所
の

教
授
た
ち
が
い
た
。 

開
国
派
は
、
西
欧
の
知
識
を
学
ん
だ
開
明
的
な
幕

臣
た
ち
、
攘
夷
派
は
武
力
に
よ
っ
て
、
外
国
の
脅
威

を
取
り
除
こ
う
と
す
る
保
守
的
な
幕
臣
た
ち
が
中
心

と
な
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
攘
夷
派
幕
臣
た
ち
も
薩
英
戦
争
、
四
国

艦
隊
下
関
砲
撃
事
件
な
ど
西
欧
列
強
の
強
大
な
軍
事

力
を
目
の
当
た
り
に
し
、
攘
夷
が
困
難
な
こ
と
を
覚

り
、
次
第
に
開
国
や
む
な
し
と
の
方
向
に
傾
い
て
行

く
。 慶

応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜

は
、
大
政
奉
還
を
決
意
。
政
権
を
朝
廷
に
返
上
す
る

こ
と
に
よ
り
、
政
治
的
混
乱
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

だ
が
、
薩
長
を
中
心
と
す
る
西
国
雄
藩
に
と
っ
て
、

新
政
府
を
創
設
す
る
に
は
、
徳
川
家
は
邪
魔
で
し
か

な
い
。
そ
こ
で
、
朝
廷
を
味
方
に
つ
け
、
錦
の
御
旗

を
押
し
立
て
て
東
征
軍
を
編
成
、
徳
川
家
の
滅
亡
を

図
っ
た
。 

慶
喜
は
、
ひ
た
す
ら
恭
順
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り

東
征
軍
の
武
力
攻
撃
を
回
避
し
、
徳
川
家
の
存
続
を

願
っ
た
。
か
つ
て
攘
夷
派
で
あ
っ
た
中
條
景
昭
、
大

草
高
重
ら
は
、
精
鋭
隊
を
組
織
し
、
慶
喜
の
護
衛
に
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当
り
、
勝
海
舟
、
大
久
保
一
翁
な
ど
と
手
を
携
え
て

徳
川
家
の
存
続
に
腐
心
し
た
。 

当
主
で
あ
る
慶
喜
の
命
を
守
る
こ
と
が
、
徳
川
家

の
存
続
に
繋
が
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

そ
の
結
果
、
慶
喜
の
命
が
保
障
さ
れ
、
徳
川
家
の

存
続
が
認
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
四
百
万
石
の
所
領
が
、

七
十
万
石
に
減
封
さ
れ
、
駿
府
へ
の
転
封
と
な
っ
た
。

駿
府
（
静
岡
）
へ
の
移
転
と
と
も
に
徳
川
家
当
主
は
、

慶
喜
か
ら
家
達
に
変
わ
っ
た
。 

減
封
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
家
臣
団
を
抱
え
る
余

裕
が
無
く
な
っ
た
た
め
、
藩
は
帰
農
を
奨
励
し
た
。

幸
い
牧
之
原(

現
静
岡
県
島
田
市)

に
、
未
開
墾
の
広

大
な
徳
川
家
の
所
領
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
土
地
を

慶
喜
の
護
衛
に
当
っ
た
精
鋭
隊
の
面
々
に
下
げ
渡
し

た
。 こ

う
し
て
、
中
條
、
大
草
の
率
い
る
精
鋭
隊
の
旧

幕
臣
た
ち
は
、
剣
を
鍬
に
替
え
、
同
地
の
開
墾
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
台
地
で
あ
る

た
め
、
水
田
耕
作
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
畑
地

で
も
可
能
な
商
品
作
物
を
栽
培
す
る
必
要
が
生
じ
た
。 

勝
海
舟
は
、
茶
の
栽
培
に
目
を
付
け
、
入
植
者
た

ち
に
そ
れ
を
勧
め
た
。 

茶
は
当
時
、
生
糸
と
共
に
日
本
の
重
要
な
輸
出
品

で
あ
り
、
横
浜
港
か
ら
も
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
牧
之

原
の
土
壌
は
、
幸
い
に
し
て
茶
の
栽
培
に
適
し
て
い

た
た
め
、
生
産
量
は
増
加
し
、
次
第
に
栽
培
面
積
も

拡
大
し
た
。 

だ
が
、
開
墾
に
は
、
多
大
な
労
力
を
必
要
と
す
る

た
め
、
慣
れ
な
い
農
作
業
に
挫
折
す
る
者
も
続
出
し

た
。 ま

た
、
周
辺
の
農
民
と
の
水
利
権
争
い
、
彰
義
隊

士
の
入
植
に
伴
う
幕
臣
同
士
の
軋
轢
、
入
植
者
た
ち

で
組
織
し
た
金
融
機
関
内
で
の
使
い
込
み
事
件
な
ど

多
く
の
障
害
に
直
面
し
た
。
だ
が
、
入
植
し
た
旧
幕

臣
た
ち
は
、
お
互
い
に
助
け
合
い
協
力
し
合
っ
て
、

困
難
を
乗
り
越
え
開
墾
を
進
め
て
来
た
。 

そ
の
苦
闘
の
歴
史
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
今
や

牧
之
原
は
、
全
国
一
の
生
産
量
を
誇
る
茶
処
と
な
り
、

今
日
の
繁
栄
を
築
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。 

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
激
動
の
時
代
に
、
崩

壊
す
る
幕
府
の
中
に
あ
っ
て
、
牧
之
原
入
植
の
幕
臣

た
ち
が
何
を
考
え
、
ど
う
行
動
し
た
か
。
新
時
代
の

到
来
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
対
応
し
た
か
。 

明
治
維
新
の
裏
面
で
、
苦
闘
し
た
旧
幕
臣
た
ち
の

歴
史
を
語
る
こ
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
名
の

第
二
の
開
国
に
伴
い
、
そ
の
奔
流
に
押
し
流
さ
れ
そ

う
な
人
た
ち
が
、
新
し
い
道
を
模
索
す
る
上
で
、
参

考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
筆
を
執
っ

た
次
第
で
あ
る
。 

 

本
作
品
は
、
同
人
誌
「
ま
ん
じ
」
１
１
３
号
（
平

成
二
十
一
年
八
月
発
行
）
か
ら
１
２
３
号
（
平
成
二

十
四
年
二
月
発
行
）
ま
で
１
２
０
号
を
除
き
十
回
に

わ
た
り
連
載
し
た
物
語
を
取
り
ま
と
め
、
訂
正
加
筆

し
た
も
の
で
す
。 

執
筆
に
当
っ
て
静
岡
県
島
田
市
の
初
倉
郷
土
研
究

会
塚
本
昭
一
会
長
に
は
、
多
数
の
著
書
及
び
資
料
の

ご
提
供
と
ご
助
言
を
頂
き
、
加
え
て
牧
之
原
開
拓
幕

臣
子
孫
の
会
大
草
省
吾
会
長
に
も
ご
協
力
を
賜
り
ま

し
た
の
で
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
、
単
行
本
と
し
て
の
取
り
ま
と
め
に
当
っ
て

は
、「
ま
ん
じ
」
及
び
「
史
遊
サ
ロ
ン
」
で
ご
厚
誼
頂

い
て
お
り
ま
す
新
井
宏
氏
に
多
大
な
ご
尽
力
を
賜
り

ま
し
た
こ
と
を
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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勝
海
舟
の
実
務
の
師─

 

幕
末
遠
国
奉
行 

川
村
精
兵
衛
修
就

な
が
た
か 

 
 

 
 
 

諸 

橋 

奏 

 

一
六
〇
三
年
（
慶
長
八
）、
徳
川
家
康
が
征
夷
大
将

軍
と
な
り
開
い
た
江
戸
幕
府
は
、
百
年
を
経
過
し
た

十
八
世
紀
初
頭
に
な
る
と
、
年
貢
の
徴
収
高
は
停
滞

し
武
士
階
級
の
生
活
は
困
窮
、
ま
た
経
済
発
展
は
農

民
の
離
農
を
余
儀
な
く
す
る
に
至
っ
た
。 

こ
の
幕
府
の
窮
地
打
開
を
目
ざ
し
て
行
わ
れ
た
の

が
、
享
保
・
寛
政
・
天
保
の
三
大
改
革
で
あ
る
。 

八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
断
行
し
た
「
享
保
の
改
革

(

一
七
一
六
～
四
五
年)

」
で
は
財
政
は
安
定
し
、
幕

府
の
権
威
は
回
復
し
た
。 

吉
宗
路
線
を
継
い
だ
老
中
兼
側
用
人
の
田
沼
意
次

(

在
職
一
七
六
七
～
八
六
年)

は
財
政
改
革
に
は
成
功

す
る
が
、
天
明
飢
饉
・
農
民
一
揆
、
更
に
は
譜
代
門

閥
派
と
の
軋
轢
な
ど
に
よ
り
失
脚
す
る
。 

代
っ
て
老
中
松
平
定
信
の
「
寛
政
の
改
革(

一
七
八

七
～
九
三
年)

」
は
時
代
の
流
れ
も
つ
か
め
ず
、
改
革

の
効
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
。 

定
信
に
代
っ
て
実
権
を
握
っ
た
十
一
代
将
軍
徳
川

家
斉

い
え
な
り

は
一
七
八
七
年(

天
明
七)

ま
で
五
十
年
間
そ
の

座
に
あ
り
、
更
に
一
八
四
一
年(

天
保
十
二)

六
十
九

歳
で
死
去
す
る
ま
で
大
御
所
と
し
て
強
い
影
響
力
を

も
っ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
間
、
五
十
五
人(

成
人
二

十
八
人)

の
子
女
を
も
う
け
、
奢
侈
な
生
活
を
送
り
、

幕
政
を
混
乱
さ
せ
、
幕
勢
降
下
に
拍
車
を
掛
け
た
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
「
三
方
領
地
替
」
で
あ
っ
た
。

一
八
四
〇
年(

天
保
十
一)

十
一
月
一
日
、
幕
府
は
突

如
、
武
蔵
川
越
藩
主
松
平
斉
典

な
り
つ
ね(

家
斉
の
五
十
三
番
目

の
子
、
斉
省

な
り
や
す

を
養
子
に
貰
っ
た)

十
五
万
石
を
出
羽
荘

内
に
、
荘
内
藩
主
酒
井
忠
器

た
だ
か
た

十
四
万
石
を
越
後
長
岡

に
、
長
岡
藩
主
牧
野
忠
雅(

京
都
所
司
代
職)

七
万
四

千
石
を
川
越
に
移
す
、
大
名
の
転
封
を
発
令
し
た
。

こ
の
移
封
令
の
発
端
は
斉
典
の
荘
内
へ
の
所
替
え
願

い
を
家
斉
が
わ
が
子
か
わ
い
さ
か
ら
認
め
た
こ
と
に

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
譜
代
三
藩
領
地
替
え
は
荘
内

領
民
の
激
し
く
大
規
模
な
反
対
運
動
に
発
展
し
た
。

(
藤
沢
周
平
『
義
民
が
駆
け
る
』
参
照) 

一
八
四
一
年
一
月
三
十
日
、
当
「
三
方
領
地
替
事

件
」
の
発
端
で
あ
る
家
斉
が
没
し
た
。(

実
は
一
月
七

日
没) 

偶
、
同
一
月
七
日
、
老
中
水
野
忠
邦
は
、
佐
渡
奉

行
川
路
聖
謨

か
わ
じ
と
し
あ
き
ら

に
ア
ヘ
ン
戦
争
に
つ
い
て
「
イ
ギ
リ
ス

軍
艦
が
清
国
の
一
部
を
奪
取
し
た
と
の
こ
と
、
日
本

の
戒
め
と
成
る
べ
き
事
で
湾
防
備
策
」
急
務
、
と
報

せ
て
い
る
。
阿
片
戦
争(

一
八
四
〇
～
四
二
年)

に
つ

い
て
幕
府
は
、
前
年
一
八
四
〇
年
の
七
月
、
オ
ラ
ン

ダ
商
館
長
か
ら
長
崎
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
「
風
説
書
」

で
す
で
に
承
知
し
て
お
り
、
一
八
四
二
年(

天
保
十

三)

七
月
二
十
四
日
、
さ
き
に
発
令
し
た
一
八
二
五
年

(

文
政
八)

の
異
国
船
打
払
令
を
改
め
、
外
国
船
薪
水

給
与
令
を
布
告
し
て
い
る
。 

実
権
者
徳
川
家
斉
の
死
に
よ
り
、
以
後
幕
政
は
将

軍
徳
川
家
慶
の
厚
い
信
任
の
も
と
、
老
中
首
座
水
野

忠
邦
に
よ
る
威
権
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
八

四
一
年
五
月
二
十
二
日
「
天
保
の
改
革(

一
八
四
一
～

四
三
年)

」
が
始
ま
る
。 

一
八
四
一
年
七
月
十
二
日
、
家
斉
時
代
に
発
令
さ

れ
た
「
三
方
領
地
替
」
は
改
革
遂
行
を
優
先
し
中
止

と
な
る
。(

三
方
領
地
替
反
対
一
揆) 

翌
四
二
年
十
月
十
四
日
、
近
江
の
幕
領
で
新
開
地

を
検
地
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
大
一
揆
が
お
こ
り
、

検
地
の
実
施
を
中
止
す
る
。(

三
上
山
検
地
反
対
一

揆) 一
八
四
三
年(

天
保
十
四)

六
月
十
一
日
、
越
後
長

岡
藩(

藩
主
京
都
所
司
代
牧
野
忠
雅
、
十
一
月
三
日
老

中
と
な
る)

に
新
潟
浜
村
六
〇
八
名
の
上
地
を
命
じ
、

十
七
日
新
潟
奉
行
所
を
設
置
、
勘
定
吟
味
役
川
村
修

就
が
初
代
奉
行
と
な
る
。(

新
潟
上
知) 

更
に
九
月
十
八
日
、
江
戸
・
大
坂
の
十
里
四
方
の

私
領
を
没
収
し
て
幕
府
の
直
轄
領
と
す
る
「
上
知
令
」

を
発
令
し
た
が
、
御
三
家
・
幕
閣
は
じ
め
広
汎
な
反

対
運
動
で
、
閏
九
月
七
日
撤
回
に
追
い
こ
ま
れ
た
。

そ
し
て
閏
九
月
十
三
日
、
老
中
水
野
忠
邦
は
「
国
政
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の
事
不
正
の
趣
あ
る
に
よ
っ
て
」
罷
免
と
な
る
。(

翌

一
八
四
四
年
六
月
二
十
日
再
び
老
中
上
座
に) 

結
局
水
野
忠
邦
が
断
行
し
た
天
保
の
改
革
は
そ
の

専
制
化
を
反
発
さ
れ
て
失
敗
、
反
っ
て
幕
府
の
最
も

基
本
的
な
権
力
で
あ
る
領
地
権
転
封
権
の
衰
退
を
天

下
に
露
呈
す
る
結
果
と
な
っ
た
。 

一
方
、
そ
の
老
中
水
野
忠
邦
か
ら
「
北
海
防
禦
・

新
潟
町
防
禦
」
と
い
う
折
か
ら
の
重
大
な
特
命
を
受

け
て
初
代
新
潟
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
川
村
修
就
は
、

九
月
十
六
日
付
文
書
で
忠
邦
に
職
務
遂
行
上
の
諸
願

い
を
提
出
し
、
閏
九
月
二
十
八
日
江
戸
を
出
立
、
十

月
九
日
新
潟
仮
御
役
所
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
忠
邦

失
脚
後
指
示
一
つ
も
な
い
幕
閣
・
重
職
の
海
防
に
対

す
る
認
識
の
欠
如
・
無
知
さ
に
愛
想
を
尽
か
し
な
が

ら
も
修
就
は
、
着
任
の
翌
日
か
ら
御
庭
番
時
代
に
体

得
し
た
管
理
手
法
を
活
か
し
て
行
動
を
開
始
す
る
。

そ
の
日
新
潟
町
は
相
憎
の
大
風
雪
で
あ
っ
た
が
、
早

朝
に
責
め
馬(

馬
を
乗
り
慣
ら
す
こ
と)

と
称
し
て
、

海
岸
配
置
の
異
国
船
見
張
番
所
を
抜
き
打
ち
視
察
し

た
と
い
う
。
そ
の
後
の
職
務
精
励
ぶ
り
を
伺
わ
せ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。 

川
村
修
就
は
「
御
庭
番
家
筋
」
の
旗
本
の
出
自
で

あ
っ
た
。
こ
の
役
職
の
は
じ
ま
り
は
、
紀
州
藩
第
五

代
藩
主
徳
川
吉
宗
が
第
八
代
将
軍(

在
職
一
七
一
六

～
一
七
四
五)

を
継
承
の
折
、
紀
州
藩
時
代
と
同
役
を

果
た
さ
せ
る
べ
く
十
七
名
を
幕
臣
団
に
編
入
し
た
こ

と
に
あ
る
。
当
一
統
は
代
々
御
庭
番
任
用
と
決
っ
て

お
り
「
御
庭
番
筋
の
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
役
目

は
将
軍
直
属
監
察
機
関
で
、
修
就
は
別
家
川
村
分
家

の
二
代
目
で
あ
っ
た
。 

序
で
に
付
記
す
る
と
、
新
設
「
新
潟
奉
行
」
は
、

「
遠
国

お
ん
ご
く

奉
行
」
と
い
わ
れ
る
重
要
直
轄
地
へ
派
遣
さ

れ
、
将
軍
に
代
っ
て
支
配
権(

行
政
権
は
じ
め
、
治
安

維
持
・
裁
判
・
徴
税
・
処
刑
な
ど)

を
一
手
に
掌
握
し

て
い
る
高
級
官
僚
の
役
職
。 

そ
の
川
村
修
就
初
代
新
潟
奉
行
が
新
潟
へ
着
任
し

た
一
八
四
三
年(

天
保
十
四)

十
月
九
日
～
転
任
命
令

で
新
潟
を
出
立
す
る
一
八
五
二
年(

嘉
永
五)

七
月
十

八
日
ま
で
の
九
年
間[

一
八
四
四
年(

天
保
十
四)

十

二
月
二
日
弘
化
と
改
元
、
更
に
一
八
四
八
年(

弘
化

五)

二
月
二
十
八
日
嘉
永
と
改
元]

の
事
績
を
列
挙
す

る
と 将

軍(
幕
府
＝
水
野
越
前
守
忠
邦)

に
命
じ
ら
れ
た

任
務
は
「
北
海
防
禦
の
御
主
意(

将
軍
の
意
向)

」
の

至
上
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
新
潟
町
防
禦
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
使
命
遂
行
の
た
め
に

は
「
民
生
の
安
定
な
し
に
は
異
国
の
侵
攻
防
禦
も
で

き
な
い
」
と
い
う
の
が
修
就
の
基
本
的
な
考
え
で
あ

っ
た 

一 

北
海
防
禦(

海
防)

の
対
応
準
備 

○
新
潟
奉
行
所
の
開
設 

組
織
＝
奉
行
・
組
頭(

二
人)

・
配
下(

七
十
八
人)

・

水
主(

四
十
人) 

○
奉
行
以
下
全
員
の
役
宅
建
設 

○
砲
術
訓
練 

着
任
早
々
に
始
め
、
翌
年
八
月
に
は
大
筒
発
射
が

出
来
る
ま
で
に
上
達
。 

○
大
筒
の
地
元
鋳
造 

○
御
備
場
築
上 

御
台
場
・
敵
見
・
御
番
所
・
常
灯
・
武
器
蔵
・
火

薬
蔵
・
供
待
。 

○
異
国
船
襲
来
想
定
訓
練 

小
舟
偵
察
と
連
絡
方
法
・
近
隣
諸
藩
へ
の
連
絡
網

の
構
築
・
配
下
、
町
人
の
役
割
配
置
。 

最
終
的
に
は
三
貫
目
玉
大
砲
ま
で
拵
え
、
信
濃
川

河
口
の
洲
崎
番
所
付
近
ま
で
ず
ら
り
と
据
え
付
け
、

行
き
通
う
船
人
を
驚
か
せ
、
頼
も
し
が
ら
せ
た
と
い

う
。 

二 

民
生
安
定
の
た
め
の
諸
施
策 

○
砂
防
植
林 

一
八
四
四
年(

天
保
十
四)

春
着
手
。
砂
防
林
松
を

〝
御
松
〟
と
呼
称
方
指
示
、
黒
松
苗
三
千
本
植
林

を
手
始
め
に
、
一
八
四
九
年(

嘉
永
二)

に
は
計
三

万
六
千
十
四
本
に
ま
で
し
た
。 

○
開
墾 

砂
防
の
結
果
、
七
十
町
歩
の
畑
を
創
出
。 

○
消
防 
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何
よ
り
も
恐
い
も
の
が
「
火
事
」
で
あ
る
と
の
認

識
の
も
と
、
着
任
す
え
る
や
十
三
ケ
条
の
「
火
の

元
掟
」
を
布
告
「
火
の
用
心
」
精
神
の
徹
底
を
図

り
、
火
事
場
に
は
馬
で
駆
け
つ
け
自
ら
指
示
を
。 

○
倹
約
の
奨
励 

一
八
四
四
年
二
月
、
華
美
衣
服
の
着
用
・
高
価
菓

子
の
売
買
を
禁
止
し
、
在
任
中
厳
し
い
監
視
を
続

け
た
。 

○
物
価
対
策 

着
任
の
一
八
四
三
年
十
二
月
、
ま
ず
物
価
を
引
き

上
げ
な
い
よ
う
触
れ
を
出
し
、
四
五
年(

弘
化
二)

九
月
、
米
相
場
引
上
げ
禁
止
を
、
更
に
四
九
年(

嘉

永
二)

十
一
月
に
は
米
の
買
い
占
め
禁
止
を
命
じ

た
。
一
方
で
翌
五
十
年
八
月
、
米
高
価
の
た
め
、

窮
民
に
救
助
米
を
支
給
、
五
十
一
年
九
月
に
は
、

再
度
の
米
相
場
引
上
げ
禁
止
す
る
な
ど
、
常
に
町

民
の
暮
ら
し
の
向
上
に
尽
力
。 

○
風
紀
粛
正 

港
町
特
有
な
風
紀
粛
正
の
た
め
、
着
任
の
一
八
四

三
年
十
二
月
、
男
女
混
浴
・
町
人
肩
衣

か
た
ぎ
ぬ

着
用
を
禁

止
。
四
四
年(

天
保
十
五)

九
月
以
降
、
遊
女
屋
を

「
朱
引

し

ゅ

ひ

き
」
し
、「
泊
茶
屋
・
茶
汲
女
」・「
船
宿
・

洗
濯
女
」
の
呼
称
に
。
ま
た
一
八
四
七
年(

弘
化
四)

三
月
に
は
諸
寺
院
へ
風
俗
取
締
り
触
れ
書
を
。 

以
上
の
如
く
御
庭
番
で
内
々
遠
国
御
用
七
度
も
勤

め
て
さ
ま
ざ
ま
な
民
情
を
知
り
尽
し
た
修
就
な
ら
で

は
の
木
目
細
か
い
施
策
で
新
潟
町
民
の
心
を
捉
え
た
。

新
潟
で
は
現
在
で
も
修
就
を
「
大
砲
奉
行
」
の
異
名

で
、
そ
の
名
に
思
い
を
籠
め
て
徳
を
偲
ん
で
い
る
。 

所
で
、
修
就
は
新
潟
奉
行
九
年
の
間
、
一
度
も
江

戸
に
帰
郷
す
る
こ
と
な
く
職
務
に
精
励
し
た
が
、
目

的
の
異
国
船
は
つ
い
に
近
海
に
は
現
わ
れ
仕
舞
い
で

あ
っ
た
。 

 

一
八
五
二
年(

嘉
永
五)

修
就
は
新
潟
奉
行
の
任
を

終
え
帰
府
。
七
月
、
続
い
て
堺
奉
行
に
任
じ
ら
れ
赴

任
。
五
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。 

 

一
八
五
三
年(

嘉
永
六)

六
月
三
日
、
ア
メ
リ
カ
東

イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
ペ
リ
ー
、
浦
賀
に
来
航
。
対
応

に
苦
慮
し
た
老
中
阿
部
正
弘
が
広
く
意
見
を
求
め
た

時
、
勝
海
舟
は
意
見
書
「
軍
制
改
革
と
人
材
育
成
、

人
物
本
位
の
登
用
、
江
戸
湾
の
台
場
設
置
、
沿
岸
防

備
体
制
の
強
化
、
軍
艦
の
調
達
な
ど
」
を
提
出
。 

 

翌
五
四
年
、
ペ
リ
ー
再
来
航
し
、
幕
府
は
三
月
三

日
、
日
米
和
親
条
約
十
二
条
を
締
結
す
る
。 

 

五
月
二
十
日
、
修
就
、
大
坂
西
奉
行
に
任
じ
ら
れ
、

堺
か
ら
直
行
。 

 

一
八
五
五
年(

安
政
二)
一
月
十
九
日
、
海
防
掛
目

付
大
久
保
忠
寛(

一
翁)

の
推
挙
で
、
勝
海
舟
、
蕃
書

翻
訳
御
用
出
役
を
命
じ
ら
れ
る
。 

 

二
月
、
一
翁
は
蕃
書
調
書
に
出
仕
し
た
ば
か
り
の

海
舟
を
折
か
ら
の
「
攝
海
巡
見(

大
坂
湾
防
備
体
制
検

討
現
地
調
査
団)

」
に
大
御
番
格
海
防
掛
勝
麟
太
郎
と

し
て
一
員
に
加
え
て
連
れ
て
い
き
、
二
週
間
ほ
ど
実

地
検
分
、
近
傍
海
岸
巡
視
、
御
台
場
築
造
論
議
を
体

験
さ
せ
た
。
こ
の
時
に
同
行
し
た
の
が
、
大
坂
西
奉

行
川
村
修
就
で
あ
っ
た
。
以
後
、
修
就
と
海
舟
の
絆

の
縁
が
続
く
こ
と
と
な
る
。
海
舟
の
長
崎
海
軍
伝
習

所(

一
八
五
五
年
七
月
二
十
九
日
～
一
八
五
九
年
一

月
十
五
日)

時
代
、
修
就
は
長
崎
奉
行(

一
八
五
五
年

五
月
一
日
～
翌
年
帰
府)

で
あ
り
、
海
舟
が
一
八
六
三

年(

文
久
三)

に
攝
海
砲
台
築
造
命
を
受
け
た
時
の
大

坂
東
町
奉
行
は
修
就
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
海
舟
の

「
海
防
意
見
書
」
の
学
問
知
識
は
、
修
就
の
新
潟
奉

行
九
年
の
実
務
知
識
を
吸
収
し
て
、
鬼
に
金
棒
の
知

識
力
に
変
質
し
て
い
っ
た
。
而
も
幕
閣
・
重
職
の
海

防
に
つ
い
て
無
知
に
失
望
し
て
し
ま
っ
て
い
た
折
に

得
た
憂
国
の
同
志
に
修
就
は
出
来
る
限
り
の
協
力
を

惜
し
ま
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

因
み
に
川
村
修
就
は
一
七
九
五
年(

寛
政
七)

生
れ
、

大
久
保
一
翁
は
一
八
一
七
年(

文
化
十
四)

生
れ
、
勝

海
舟
は
一
八
二
三
年(

文
政
六)

生
れ
で
、
海
舟
は
修

就
と
二
十
八
歳
、
一
翁
と
は
六
歳
の
年
令
差
が
あ
り
、

海
舟
に
と
っ
て
修
就
は
名
実
と
も
に
師
で
あ
っ
た
し
、

一
翁
は
兄
弟
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
幕
末
に
お

け
る
「
開
明
的
知
識
」
三
人
の
知
識
力
は
、
気
鋭
の

海
舟
に
集
約
さ
れ
て
維
新
動
乱
期
を
乗
り
切
る
力
に

な
る
の
で
あ
る
。 
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そ
の
頃
の
自
分
に
つ
い
て
海
舟
は
『
氷
川
清
話
』

で
「
当
時
私
は
未
だ
台
場
の
事
は
よ
く
知
ら
ざ
り
し

が
、
洋
学
者
と
い
う
廉か

ど

を
も
っ
て
、
安
政
二
年
に
大

坂
以
西
の
海
岸
に
台
場
を
築
造
す
る
た
め
、
見
分

け
ん
ぶ
ん

と

し
て
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
、(

中
略)

台
場
は
西
洋
の
弾

丸
を
受
け
る
た
め
に
築
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、(

中

略)

段
々
書
物
の
上

●

●

●

●

で
研
究
し
て
、
漸
く
攻
城
砲
、
野

戦
砲
、
海
岸
砲
の
区
別
を
解
す
る
や
う
に
な
っ
て
、

云
々
」
と
記
し
て
い
る
。 

ま
た
同
『
清
話
』
の
中
で
、
師
、
川
村
修
就
に
つ

い
て
海
舟
は
「
幕
府
に
は
、
三
河
武
士
の
美
風
を
受

け
正
直
な
善
い

士
さ
む
ら
い

が
あ
っ
た
」
と
し
て
小
栗
上
野

ら
四
人
の
名
を
あ
げ
、｢

川
村
対
馬
な
ど
は
よ
い
人
物

だ
っ
た｣

と
海
舟
流
の
精
一
杯
の
称
賛
を
し
て
い
る
。 

ま
ま
兎
に
角
、
幕
末
に
お
け
る
開
明
的
知
識
人
の

最
先
端
に
い
て
、「
海
防
」
と
い
う
「
西
洋
列
強
の
侵

攻
か
ら
日
本
を
守
る
こ
と
が
急
務
」
を
、
そ
の
信
条

と
し
た
三
人
の
同
志
の
知
力
の
具
現
化
を
担
っ
た
海

舟
は
以
後
、
〝
的
〟
を
海
軍
創
設
に
絞
り
推
進
す
る

が
、
そ
の
最
大
の
所
産
が
世
界
の
革
命
史
上
類
を
見

な
い
「
江
戸
城
の
無
血
開
城(

一
八
六
八
年
四
月
十
一

日)

」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
海
舟
は
こ
の
特

筆
に
値
す
る
成
果
の
力
の
源
が
何
処
に
あ
っ
た
か
を

よ
く
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

義
に
厚
い
海
舟
は
、
己
に
そ
の
道
を
開
い
て
く
れ

た
兄
弟
子
で
あ
り
、
戦
友
で
あ
っ
た
大
久
保
一
翁
に

つ
い
て
は
、
そ
の
長
男
大
久
保
三
郎
を
川
村
修
就
の

孫
、
川
村
清
雄
ら
五
人
と
一
八
七
一
年(

明
治
四)

徳

川
家
派
遣
留
学
生
と
し
て
留
学
さ
せ
た
。
三
郎
は
期

待
通
り
帰
国
後
、
東
京
帝
国
大
学
、
東
京
高
等
師
範

学
校
教
授
を
歴
任
す
る
一
廉
の
人
物
に
成
長
し
た
。 

そ
し
て
、
幕
末
・
維
新
の
立
役
者
に
自
分
を
育
て

て
く
れ
た
川
村
修
就
に
対
し
て
は
、
川
村
家
の
家
督

を
継
い
だ
一
八
二
四
年(

文
政
七)

閏
八
月
二
十
八
日

生
れ(

海
舟
の
一
歳
下)

の
次
男
川
村
帰
元(

修
正)

の

長
男
清
雄(

修
寛)

す
な
わ
ち
大
恩
人
の
孫
に
義
を
返

す
の
で
あ
る
。 

川
村
清
雄
に
つ
い
て
広
辞
苑
は
「
洋
画
家
。
江
戸

生
れ
。
川
上
冬
崖
に
師
事
、
仏
・
伊
両
国
に
赴
く
。(

一

八
五
二
～
一
九
三
四)

」
と
記
し
て
い
る
。 

清
雄
は
一
八
六
八
年(

明
治
元
＝
慶
応
四)

十
七
歳

で
、
父
帰
元
隠
居
に
よ
り
家
督
を
継
ぎ
、
一
八
七
一

年
、
徳
川
家
派
遣
留
学
生
五
名
の
一
人
と
し
て
留
学
、

ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア

に
と
都
合
十
年
余
留
学
生
活
を
送
り
、
一
八
八
一
年

(

明
治
十
四)

大
蔵
省
印
刷
局
よ
り
の
帰
国
命
令
で
帰

国
。
こ
の
間
の
一
八
七
八
年(

明
治
十
一)

に
敬
愛
し

て
い
た
祖
父
修
就
は
八
十
四
歳
で
死
去
。
帰
国
翌
年

の
一
月
、
大
蔵
省
印
刷
局
彫
刻
技
手
に
任
じ
ら
れ
る

が
十
一
月
に
辞
職
、
失
職
す
る
。 

翌
八
三
年(

明
治
十
六)

清
雄
三
十
二
歳
。
一
月

早
々
、
勝
海
舟
の
周
旋
で
、
徳
川
家
歴
代
将
軍
像
の

制
作
を
依
頼
さ
れ
た
の
を
は
じ
ま
り
に
勝
家
に
わ
が

子
並
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。 

海
舟
は
そ
の
一
月
に
は
早
く
も
赤
坂
氷
川
の
自
邸

内
に
清
雄
の
た
め
の
画
室
を
建
て
て
画
業
を
支
援
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
作
製
に
協
力
し
、
我
が
子
の
よ

う
に
可
愛
が
り
、
衣
食
の
面
倒
ま
で
見
て
や
る
関
係

は
清
雄
が
一
八
九
四
年(

明
治
二
十
七)

に
勝
邸
を
出

る
ま
で
、
十
年
以
上
も
続
い
た
。「
我
が
子
の
よ
う
に
」

を
語
る
清
雄
の
談
話
、[

勝
さ
ん
が
贔
屓

ひ

い

き

に
し
て
呉
れ

た
事
は
、
逢
ひ
ま
す
と
突
然

い
き
な
り

小
言
で
、
居
な
い
て
え

と
非
常
に
褒
め
る
の
で
す
。
床
の
間
に
も
居
間
に
も

他
の
物
は
懸
け
な
い
で
私
の
物
だ
け
を
懸
け
て
下
さ

る
ん
で
、
其
の
御
恩
は
言
葉
に
尽
く
さ
れ
な
い
で
す
、

(

中
略)

其
れ
で
先
生
は
何
処
ま
で
も
外
面
か
ら
助
け

て
下
す
ッ
て
内
部
は
奥
さ
ん
が
先
生
の
着
物
の
古
い

の
を
直
し
た
り
或
は
新
し
い
物
を
私
に
着
せ
て
下
す

ッ
た
ん
で
す
、
奥
さ
ん
が
戯
れ
に
「
此
れ
は
妾

わ
た
し

の
隠

し
子
で
斯
様

こ

ん

な

に
大
き
く
な
り
ま
し
た
か
ら
引
き
取
り

ま
し
た
」
ッ
て
言
わ
れ
る
位
で
実
に
信
切

し
ん
せ
つ

に
し
て
下

す
ッ
た
の
は
今
日
も
有
難
い
事
と
思
ッ
て
居
り
ま

す](

『
維
新
の
洋
画
家 

川
村
清
雄
』) 

こ
の
清
雄
に
対
す
る
勝
夫
妻
の
つ
く
し
方
か
ら
、

海
舟
が
修
就
か
ら
受
け
た
も
の
が
い
か
に
深
大
で
あ

っ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。 

そ
ん
な
維
新
の
洋
画
家
・
川
村
清
雄
が
、
め
ざ
し

た
の
は
「
日
本
人
と
し
て
の
日
本
の
洋
画
、
和
魂
洋
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才
」
の
絵
画
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
に
は
「
勝
海
舟

肖
像
画(

左
手
に
大
刀
を
持
つ
上
半
身
図
、
紙
・
鉛

筆)
」
、
有
名
な
「
江
戸
城
明
渡
の
帰
途(

勝
海
舟
江
戸

開
城
図)

(
カ
ン
バ
ス
・
油
絵)

」
、「
徳
川
吉
宗
像(

板
・

油
彩)

」
、「
天
璋
院
像(

板
・
油
彩)

」
、｢

形
見
の
直
埀

(

カ
ン
バ
ス
、
油
彩)｣

な
ど
が
あ
る
。 

  

<

主
な
る
参
考
文
献> 

『
氷
川
清
話
』
勝
海
舟 

江
藤
淳
・
松
浦
玲
編
、
講

談
社
学
術
文
庫 

『
維
新
の
洋
画
家
川
村
清
雄
』
編
集
・
発
行
東
京
都

江
戸
東
京
博
物
館
・
静
岡
県
立
美
術
館
、
読
売
新

聞
社 

『
義
民
が
駆
け
る
』
藤
沢
周
平
、
講
談
社 

『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語
、
長
岡
藩
』
稲
川
明
雄
、
現
代

書
館 

『
大
砲
奉
行
』
小
松
重
男
作
・
演
出
、「
大
砲
奉
行
」

上
演
実
行
委
員
会 

『
幕
末
遠
国
奉
行
の
日
記
』
小
松
重
男
、
中
央
公
論

社 

『
藤
沢
周
平
の
世
界
、
義
民
が
駆
け
る
』
編
集
人
／

向
井
香
、
朝
日
新
聞
社 

   

 

東
京
湾
と
北
米
の
鉛
汚
染
相
関
論 

高 

橋 

正 

彦 

 

歴
史
的
な
現
象
に
は
、
時
や
場
所
、
項
目
が
異
な

っ
て
も
、
偶
然
に
良
く
似
た
現
象
が
現
れ
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
。 

近
年
、
遺
物
や
堆
積
物
の
サ
ン
プ
ル
分
析
を
し
て
、

産
地
や
時
代
、
用
途
な
ど
を
推
定
す
る
研
究
が
盛
ん

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
鉛
同
位
体
比
の
分
析
が
あ
る
。 

鉛
は
不
思
議
な
元
素
で
、
質
量
の
異
な
る
四
種
類

の
同
位
体
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
比
率
は
金
属
、

ガ
ラ
ス
、
木
材
な
ど
物
質
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る

が
、
地
域
、
鉱
山
や
製
作
地
な
ど
で
特
有
な
組
成
を

持
ち
、
時
に
は
、
指
紋
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
よ
う
に
類
似
性

を
評
価
す
る
の
に
極
め
て
有
効
な
方
法
と
な
る
。 

私
は
、
今
、
鉛
同
位
体
比
の
資
料
解
析
に
夢
中
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
専
門
家
の
数
が

少
な
く
、
時
に
は
大
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
せ
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
件
に
関
し
て
、
五
月
の
例
会
で
ち
ょ
っ
と
紹

介
し
た
。 

過
去
約
百
年
間
、
北
米
沖
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
と
東
京

湾
の
堆
積
物
の
鉛
同
位
体
比
の
経
時
的
な
挙
動
が
、

極
め
て
良
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
単
な
る

偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
試
案
を
出
し

た
。 そ

れ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
頃
、
世
界
的
に
亜

鉛
鉱
山
の
開
発
ブ
ー
ム
が
あ
り
、
一
時
的
に
、
亜
鉛

鉱
山
特
有
の
鉛
同
位
体
比
が
汚
染
物
質
の
中
心
を
占

め
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
一
九
七
〇
年
代
に
は
、

ガ
ソ
リ
ン
へ
の
鉛
添
加
が
禁
止
さ
れ
、
そ
の
影
響
で
、

ガ
ソ
リ
ン
添
加
の
鉛
の
影
響
が
急
激
に
減
少
し
た
の

で
は
な
い
か
と
。 

と
こ
ろ
が
、
新
井
さ
ん
か
ら
は
、
第
一
次
大
戦
の

頃
、
東
京
湾
で
は
亜
鉛
精
錬
に
よ
る
鉛
汚
染
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
受
け
た
。 

さ
あ
、
困
っ
た
。
ど
う
や
ら
、
東
京
湾
の
鉛
汚
染

は
火
力
発
電
の
石
炭
焙
焼
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
三
日
後
に
、
広
島
の
竹
原

に
あ
る
亜
鉛
鉱
山
の
影
響
を
受
け
た
木
材
年
輪
中
の

鉛
同
位
体
比
の
デ
ー
タ
が
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
の
デ
ー
タ

と
そ
っ
く
り
な
こ
と
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
で
、
再
び

同
じ
論
旨
に
戻
っ
て
議
論
で
き
る
。 

実
は
、
私
の
主
張
し
た
い
こ
と
は
、
も
っ
と
も
っ

と
多
岐
に
わ
た
る
複
雑
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
世

話
人
の
新
井
さ
ん
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
、
難
し
い
内

容
は
、『
史
游
サ
ロ
ン
通
信
』
で
は
な
く
、
専
門
学
会

誌
に
送
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。 

そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
専
門
誌
は
、
と
て

も
保
守
的
で
、
こ
ん
な
論
考
を
な
か
な
か
載
せ
て
く
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れ
な
い
。
た
だ
し
新
井
さ
ん
は
、
分
か
り
易
い
内
容

に
書
き
換
え
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ん
で
掲
載
す
る
と
い
う
。

場
合
に
よ
っ
て
は
書
き
直
し
の
手
伝
い
も
し
て
良
い

と
云
う
。 

そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
気
を
取
り
直
し
て
、
説
明

し
て
み
た
い
。 

 

新
井
さ
ん
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、「
鉛
汚
染
」
と

云
え
ば
、
誰
で
も｢

量
的
な
問
題｣

と
理
解
す
る
が
、

高
橋
さ
ん
の
論
考
は
、「
量
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、

鉛
同
位
体
比
が
示
す
鉛
の
「
質
的
」
な
変
化
を
対
象

と
し
て
い
る
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
説
明
が
完

全
に
抜
け
て
い
る
た
め
、
ま
ず
大
部
分
の
者
は
、
入

口
で
判
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
誰

も
判
ら
な
い
し
、
興
味
も
持
て
な
い
。 

そ
こ
で
、
説
明
を
「
第
一
次
大
戦
期
の
東
京
湾
・

北
米
の
鉛
汚
染
」
の
図
に
絞
っ
て
再
び
試
み
る
。 

こ
の
図
は
、
縦
軸
に
鉛
二
〇
八
対
鉛
二
〇
六
、
横

軸
に
鉛
二
〇
七
対
鉛
二
〇
六
の
鉛
同
位
体
比
を
採

っ
て
い
る
。
鉛
同
位
体
比
を
用
い
た
研
究
で
は
最
も

一
般
的
な
方
式
で
あ
り
、
鉛
の
「
質
的
」
な
変
化
を

追
い
か
け
る
の
に
も
好
都
合
で
あ
る
。 

本
来
の
図
は
カ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
モ
ノ
ク
ロ
な
の

で
判
り
づ
ら
い
。
そ
の
た
め
、
図
中
に
大
き
く
楔
形

で
三
カ
所
を
括
っ
た
。
①
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
、
②
東
京

湾(

堆
積
土)

、
③
竹
原(

広
島)

年
輪
、
で
あ
る
。 

五
月
の
例
会
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
①
の

バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
と
②
の
東
京
湾(
堆
積
土)

の
パ
タ
ー

ン
の
類
似
性
で
あ
る
。
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
で
は
一
八
九

二
年
に
は
左
下
に
分
布
し
て
い
た
の
が
一
九
二
二
年

に
は
一
気
に
右
上
に
シ
フ
ト
し
、
そ
の
後
は
一
九
七

七
年
に
か
け
て
左
下
に
戻
っ
て
い
る
。
一
方
、
②
の

東
京
湾
で
は
一
八
八
七
年
の
左
下
か
ら
一
九
二
二
年

の
右
上
に
シ
フ
ト
し
、
一
九
七
七
年
に
は
再
び
左
下

に
下
が
っ
て
い
る
。
パ
タ
ー
ン
は
非
常
に
良
く
似
て

い
る
。
私
は
、
そ
の
原
因
を
第
一
次
世
界
大
戦
の
時

に
盛
行
し
た
亜
鉛
精
錬
に
求
め
た
が
、
東
京
湾
に
亜

鉛
精
錬
所
は
な
く
、
そ
の
数
値
か
ら
亜
鉛
精
錬
の
鉛

同
位
体
比
を
推
定
す
る
の
も
確
か
に
難
し
い
。 

そ
こ
で
③
の
竹
原(

広
島)

の
木
材
年
輪
に
残
さ
れ

た
鉛
同
位
体
比
の
デ
ー
タ
に
注
目
し
た
。
竹
原
に
は

付
近
に
亜
鉛
精
錬
所
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

竹
原
の
年
輪
資
料
に
も
一
九
二
〇
年
頃
に
右
上
に
急

激
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
デ
ー
タ
を
見
出
し
た
。 

 

こ
こ
ま
で
、
説
明
す
る
だ
け
で
も
大
変
で
あ
る
。

そ
の
上
、「
そ
れ
で
何
が
言
い
た
い
の
」
と
問
い
返
さ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。 

実
は
、
こ
の
よ
う
な
報
告
を
す
る
目
的
は
、
サ
ロ

ン
通
信
二
五
一
号
に
も
書
い
た
よ
う
に
、「
科
学
論
文

デ
ー
タ
の
信
憑
性
」
に
つ
い
て
、
資
料
の
相
関
性
を

通
じ
て
、
論
陣
を
張
り
た
い
か
ら
で
あ
る
。
秘
め
ら

れ
た
資
料
に
相
関
性
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
れ
を
基
に

し
て
「
科
学
論
文
の
デ
ー
タ
の
信
憑
性
」
を
批
判
で

き
る
。
そ
れ
が
真
の
目
的
で
あ
る
が
、
今
回
は
こ
の

辺
で
止
め
る
。 

  


